
第
３
子
以
降
の
給
食
費
を

補
助
し
ま
す

　

子
育
て
世
代
を
支
援
す
る
た
め
、

同
一
世
帯
内
で
扶
養
す
る
第
３
子

以
降
の
児
童
生
徒
の
学
校
給
食
費

に
補
助
金
を
交
付
し
ま
す
。

　

な
お
、
補
助
は
、
申
請
に
よ
り

行
い
ま
す
の
で
、
忘
れ
ず
に
申
請

し
て
く
だ
さ
い
。

■
対
象
者

　

次
の
全
て
に
該
当
す
る
世
帯
の

第
３
子
以
降
の
小
学
校
１
年
か
ら

中
学
校
３
年
ま
で
の
児
童
生
徒
を

扶
養
し
て
い
る
保
護
者
。
た
だ
し
、

既
に
学
校
給
食
費
相
当
額
の
給
付

を
受
け
て
い
る
場
合
は
、
対
象
外

に
な
り
ま
す
。

①
市
内
に
住
所
を
有
し
て
い
る
こ
と

②
同
一
世
帯
で
子
供
を
３
人
以
上

扶
養
し
て
い
る
こ
と

③
給
食
費
に
滞
納
が
な
い
こ
と

■
補
助
金
額

　

対
象
と
な
る
第
３
子
以
降
の
児

童
生
徒
が
食
べ
た
給
食
の
給
食
費

の
額
と
し
ま
す
。

　

私
立
な
ど
、
桐
生
市
立
以
外
の

小
・
中
・
特
別
支
援
学
校
に
在
学

す
る
児
童
生
徒
に
つ
い
て
は
、
同

学
年
の
桐
生
市
立
小
・
中
・
特
別
支

援
学
校
の
給
食
費
の
額
と
し
ま
す
。

■
申
請　

①
桐
生
市
立
小
・
中
・
特
別
支
援

学
校
在
学
の
児
童
生
徒
の
場
合

　

新
学
期
当
初
に
学
校
を
通
じ
て
、

通
知
と
申
請
書
類
を
配
布
し
ま
す

の
で
５
月
15
日
（
金
）
ま
で
に
申

請
し
て
く
だ
さ
い
。

②
桐
生
市
立
以
外
の
小
・
中
学
校

な
ど
の
児
童
生
徒
の
場
合

　

年
度
末
ま
で
に
申
請
書
に
出
席

状
況
な
ど
を
証
明
す
る
書
類
を
添

付
し
、
学
校
給
食
中
央
共
同
調
理

場
に
郵
送
又
は
直
接
持
参
し
て
く

だ
さ
い
。

　

申
請
用
紙
は
学
校
給
食
中
央
共

同
調
理
場
又
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

に
有
り
ま
す
。

■
補
助
金
の
交
付

　

翌
年
度
の
５
月
中
旬
を
目
途
に

交
付
決
定
書
を
送
付
す
る
と
と
も

に
、
希
望
す
る
口
座
に
振
り
込
み

ま
す
。

　

問
い
合
わ
せ
は
、学
校
給
食
中

央
共
同
調
理
場（
☎
45
０
０
０
３
）

へ
。

申
請
を
忘
れ
ず
に

　県政・市政の方向を決める重要な選挙
です。棄権しないで、必ず投票しましょう。
　問い合わせは、選挙管理委員会選挙係

（☎内線 538）へ。
<期日前投票>
　仕事などで投票日当日に投票できない
人は、期日前投票ができます。
○期間
県議会議員選挙
４月４日（土）～ 11 日（土）
市長・市議会議員選挙
４月 20 日（月）～ 25 日（土）
○時間
午前８時 30 分～午後８時
○場所
桐生市役所、新里支所、黒保根支所
　なお、投票日前日の土曜日は大変混雑
しますので、早目の投票をお願いします。

必ず投票しましょう
４月 12 日（日）
県議会議員選挙
４月 26 日（日）
市長・市議会議員選挙

　３月２日（月）に平成 26 年度桐生市
市政功労者表彰式を実施し、自治、保健
福祉、産業経済、教育文化、消防などの
各分野において、市の発展に貢献してい
ただいた８人の表彰を行いました。
　市政功労表彰の受賞者は、次のとおり
です。（敬称略、五十音順）
・自治功労　　　玉上 常雄、堤 俊隆
・保健福祉功労　山柴 由美子
・産業経済功労　佐藤 良男
・教育文化功労　北川 洋、大和 建

けんしょう

昭
・消防功労　　　高橋 芳男、根岸 佐

さ と し

年
　問い合わせは、秘書室秘書係（☎内線
512）へ。

桐生市市政功労者
表彰式

　

定
住
を
目
的
と
し
て
市
内
に
転

入
す
る
子
育
て
就
労
者
及
び
当
該

子
育
て
就
労
者
が
勤
務
す
る
事
業

所
な
ど
に
奨
励
金
を
交
付
し
ま
す
。

■
対
象

　

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
人

・
中
学
生
以
下
の
子
を
養
育
す
る

子
育
て
就
労
者
で
、
定
住
の
意
思

を
持
っ
て
平
成
27
年
１
月
１
日
以

降
に
転
入
し
、
桐
生
市
の
住
民
基

本
台
帳
に
記
載
さ
れ
て
い
る
者

・
当
該
子
育
て
就
労
者
を
正
規
従

業
員
と
し
て
雇
用
す
る
市
内
事
業

所
な
ど

■
奨
励
金
額

・
子
育
て
就
労
者
＝
中
学
生
以
下

の
子
の
人
数
に
５
万
円
を
乗
じ
た

額
（
上
限
10
万
円
）

・
事
業
所
な
ど
＝
子
育
て
就
労
者

と
同
額

■
主
な
交
付
要
件

・
転
入
日
か
ら
５
年
以
上
定
住
す

る
こ
と

・
子
育
て
就
労
者
及
び
当
該
子
育

て
就
労
者
が
勤
務
す
る
事
業
所
な

ど
に
市
税
な
ど
の
未
納
が
な
い
こ
と

■
申
し
込
み

　

申
請
用
紙
に
必
要
事
項
を
記
入

の
上
、
市
役
所
３
階
の
産
業
政
策

課
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

　

申
請
用
紙
は
産
業
政
策
課
又
は

市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
有
り
ま
す
。

　

問
い
合
わ
せ
は
、産
業
政
策
課

産
業
政
策
係（
☎
内
線
５
８
２
）へ
。

子
育
て
就
労
者
市
内
居
住
奨
励
金

該
当
す
る
事
業
所
な
ど
に
も
交
付
し
ま
す

平成 26 年度

9 桐生市役所　　☎0277 ‐ 46 ‐ 1111


